
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年５月２２日 ０８時４７分ごろ 

発生場所 大分県臼杵
う す き

市臼杵湾内 

 佐
さ

志生
し う

港尾本Ａ防波堤灯台から真方位１７１°４３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１０.４′ 東経１３１°５０.１′） 

事故の概要  プレジャーボート（船名なし）は、航行中、転覆した。 

事故調査の経過 令和３年６月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート （船名なし）、不明（長さ約３.０２ｍ） 

なし、個人所有 

ガソリン機関（船外機）、出力２.９４kＷ 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、無風、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り、荷物を取りに帰る目的で釣り場から出

発地に向け航行中、左手でチラーハンドルを持って操船していたとこ

ろ、船首が上がった状態となり、操船しにくいと思い、立ち上がって

体勢を変えようとした際、バランスを崩して脚が同ハンドルに当た

り、右に急旋回して、船体が右舷側に傾き転覆した。 

船長は、救命胴衣を着用しており、付近を航行していた漁船に救助

された。 

本船は、船首及び船尾に各１人乗った際は、船首尾同じ乾舷であっ

たが、本事故当時、船長１人が船尾で操船していたので、船首側が上

がった状態になっていた。 

本船は、長さが３ｍ未満（全長×０.９）であったが、船外機の出力

が２.９４kＷ（４馬力）であったので、船舶検査を受検する必要が 

あった。 

分析  本船は、出発地に向け航行中、船長が、船首が上がった状態になり

操船がしにくいと思い、立ち上がって体勢を変えようとした際、バラ

ンスを崩して脚がチラーハンドルに当たり、右に急旋回したことか

ら、船体が右舷側に傾き、転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、出発地に向け航行中、船長が、船首が上がった

状態になり操船がしにくいと思い、立ち上がって体勢を変えようとし

た際、バランスを崩して脚がチラーハンドルに当たり、右に急旋回し



たため、船体が右舷側に傾き、転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・長さが３ｍ未満の小型船舶であって出力が大きい船舶は、穏やか

な水面であっても、立つとバランスを取ることが難しいため、で

きるだけ低い姿勢で動くこと、また、船尾部で動く際には、バラ

ンスを崩し、船外機のチラーハンドルに触れて、急旋回により転

覆する可能性があるので更に慎重に動くこと。 

 ・長さが３ｍ未満の小型船舶であって出力が大きい船舶は、航行す

る速力により航行に影響を及ぼす船首浮上のおそれがあるため、

船首浮上しない速力で航行すること。 

 ・推進機関の出力が１.５kＷ以上の小型船舶は、登録長が３ｍ未満

であっても船舶検査を受ける必要があるので、受検すること。 

 


